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新基金「事業計画」の概要

 都道府県計画の公正性・中立性確保のため、官民を問わない幅広い地域の関係者からの意見を聴取

(市町村長、医療を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、診療または調剤に関する学識経験

者の団体その他の関係団体、(医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院団体等)、学識経験を

有する者等)

参考：厚生労働省資料(３月３日会議 )

 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法 第６条・・・国会審議中

 新たな財政支援制度に係る基金事業検討会運営規程・・・県で作成

法
令
等

 県に基金造成。県が作成した整備計画に基づき事業を実施。

 26年度は医療関係が対象。介護サービス関係は、次期ゴールドブランがスタートする平成27年度よ

り対象。(なお、26年度のゴールドブラン作成において検討される27～29年間の整備見込量を踏まえ

た新基金事業計画の策定が必要。)

概

要

ス
ケ
ジ
ュ
Ι
ル
案

 ４月中旬 第１回都道府県個別ヒアリング（２６年度の事業として想定している内容、基金規模感等）
 ５～６月 第２回都道府県個別ヒアリング（２６年度の事業の検討（精査）状況、２７年度の規模感）
・・・６月頃に法律成立した場合・・・
 ７月 国に協議会設置、総合確保方針の提示、 交付要綱等の発出
 ９月 都道府県計画を策定
 １０月 都道府県へ内示
 １１月 国による交付決定

委
員
構
成
条
件

佐賀県医療審議会及び佐賀県高齢者保健福祉推進委員会から選定した委員による新たな議
論の場の設定 ⇒新たな財政支援制度に係る基金事業検討会



５

＊当該補助金は、平成２６年度基金受入時点で、財源更生
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